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次ページからの内容は、⼥性に対する暴⼒をなくす運動、講座のご案内、推進員のつぶやきなどです

令和7年10月20日発行

ＤＶと児童虐待との関係は？
子どもの見ている前で夫婦間で
暴力を振るうこと(面前DV)は、
子どもへの心理的虐待にあたります。

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）とは？
配偶者やパートナーなど親密な関係にある人から
振るわれる暴力のことを言います。

「デートＤＶ」って？
DVの中でも特に交際相手（恋人）
から受ける暴力のことを言います。

暴力の形態には・・・
身体的なもの、精神的なもの、性的なもの、
経済的なものなど、様々な種類があります。

⼥性電話相談
⼥性が抱えるいろいろな悩みに、⼥性相談員が電話で相談に応じます。
●相談専用℡ 0739-26-4919 ●⽉〜⾦（祝⽇を除く）午前9時〜正午



【ひとりで悩まず、ご相談ください】
緊急の場合は110番
内閣府 DV相談＋（プラス） https://soudanplus.jp TEL.0120-279-889（つなぐはやく）
内閣府 DV相談ナビ TEL.＃8008（＃はれれば）
内閣府 性暴⼒に関するSNS相談

「Cure time（キュアタイム）」 https://curetime.jp
内閣府 性犯罪・性暴⼒被害者のためのワンストップ支援センター

TEL.＃8891（＃はやくワンストップ）
警察庁 性犯罪被害相談電話 TEL.＃8103（＃ハートさん）
和歌山県DV相談支援センター TEL.073-445-0793
⻄牟婁振興局健康福祉部 TEL.0739-26-7932
⽥辺市男⼥共同参画センター⼥性電話相談 TEL.0739-26-4919 (平日 午前9時〜正午)

11月12日～25日は
『女性に対する暴力をなくす運動』期間です

※内閣府男女共同参画局
令和7年度女性に対する暴力をなくす運動ポスター

殴る・蹴るだけが暴⼒ではありません
「暴⼒」といっても様々な形態が存在します。
＊身体的なもの

□殴ったり蹴ったりする
□物を投げつける など

＊精神的なもの
□大声でどなる
□バカにする
□交友関係を制限したりメール等をチェックする
□無視をする など

＊性的なもの
□性⾏為を強要する
□中絶を強要する
□避妊に協⼒しない など

＊経済的なもの
□生活費を渡さない
□借りたお⾦を返さない など

被害者に与える影響
＊暴⼒によるケガなど⾝体的な影響を受けるにとど
まらず、ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）
に陥るなど精神的な影響を受けることもあります。

女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク

パープルリボンは、女性
に対する暴力根絶のため
のシンボルマークです。

暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、特に、

配偶者等からの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等の

暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。

主な相談窓口



救急救命講座
「教えて︕⼥性分団さん
・・・誰しも正しい知識をもつことで救える命があります・・・」（男⼥共同参画連絡会企画）

AEDを使った心肺蘇生法や、いざという時の応急手当の方法などを学びます。

＊日時︓11月23日(日・祝) 午後１時30分〜３時30分
＊場所︓⽥辺市⺠総合センター2階 交流ホール（⽥辺市高雄一丁目23番１号）
＊講師︓植本 美紀さん（⽥辺市消防団⼥性分団⻑/男⼥共同参画連絡会運営委員）

⼥性分団員さん 、⽥辺消防署職員
＊定員︓30名(先着・事前申込要)
＊申込み︓11月5日(水)から11月21日(⾦)までに、住所・氏名・電話番号を

添えて、電話、Ｅメールまたは右記の申込みフォームで
男⼥共同参画センター(※裏⾯)へお申込みください。

「話対話会（はなしたいわかい）」 (男⼥共同参画推進員企画)

お茶を飲みながら、あなたにとっての「はて︖」について⾃由におしゃべりしませんか。市の男⼥共同参画の
20年のあゆみに関する資料も掲⽰します。
※お茶は数量限定

＊日時︓11月22日(土) 午後１時30分〜３時30分
＊場所︓⽥辺市⺠総合センター4階 男⼥共同参画ルーム（⽥辺市高雄一丁目23番１号）
＊定員︓10名程度（事前申込み不要）

講座 「世代で違う︕昭和と令和の家づくりの進め⽅︕
〜変わる常識、変わらない想い〜」 (男⼥共同参画推進員企画)

時代の変化にともない、家づくりに対する家族の意⾒も⼤きく変わりました。最近では、料理をする男性が
増えており、キッチンの高さは妻に合わせる︖夫に合わせる︖などのやりとりも増えてきています。
この講座では、そうしたようすを楽しいエピソードとともにお話しいただきます。
後半は、対話のルールにそって、みなさんで気軽にグループトークを楽しみましょう。

＊ 日時︓12月6日（土） 午後１時30分〜3時30分
＊ 場所︓⽥辺市役所１階 多目的ホール3（⽥辺市東山一丁目５番１号）
＊ 定員︓30名（先着・事前申込要）
＊ 申込み︓11月5日(水)から12月3日(水)までに、

住所、氏名、電話番号を添えて、電話、Eメールまたは
下記の申込みフォームで男⼥共同参画センター(※裏⾯)へ
お申込みください。

＊一時保育あり︓無料。先着10名。対象は小学3年生まで。
一時保育の締切は11月21日(⾦)まで。

講座情報 参加費無料／どなたでも参加していただけます。

※生涯学習フェスティバル(２日目)でのイベントです。

申込フォーム

申込フォーム

要申込

要申込

講師︓石山 登啓さん
株式会社高垣工務店

代表取締役社⻑

いしやま のぶひろ

※生涯学習フェスティバル(１日目)でのイベントです。



※⽥辺市男⼥共同参画推進員は、男⼥共同参画社会の実現に
向けての活動に協⼒いただいている皆さんです。

祭りは地域の誇りであり、人々をつなぐ大切な行事のひとつです。しかし近年は人口減

少や担い手不足が深刻になり、存続の危機を迎えている祭りも少なくありません。

こうした中で女性や子どもをはじめ、誰もが参加できる祭りのあり方を考えることが大

切だと感じます。

お笠を引く、笛や太鼓に加わる、祭り全体の準備や運営に関わるなど、これまで伝統的

に男性が中心となってきた役割に女性や子どもが参加可能な部分を見つけていくことが、

祭りに新しい力を与えてくれるのではないでしょうか。

これから先、人口が減っていく中で祭りを守っていくには、誰もが関われる雰囲気づくり

がかかせないでしょう。「やってみたい」と思った人が参加できること、それが男女共同参画

の第一歩であり、形は違っても「祭りに参加する楽しさ」を分かち合うことが、次の世代へと

祭りをつなぐ力になるでしょう。

推進員の
つぶやき「みんなのお・ま・つ・り」

発行：田辺市男女共同参画センター

■開館時間 午前8時30分～午後5時15分

■休館日 毎週土曜・日曜、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）

■所在地 〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5-1 田辺市役所5階（男女共同参画推進室内）

■連絡先 電話：0739-26-4936 FAX：0739-24-8323 Ｅメール：danjo@city.tanabe.lg.jp

【主な内容】
有森裕子氏（元プロマラソン選手）による
『未来にも輝けるスポーツライフを目指し
て』、アンミカ氏（モデル・タレント）による
『ポジティブ脳で幸せに過ごすために』、櫻
井彩乃氏（一般社団法人GENCOURAGE
代表理事）による『大学生と考える！ジェン
ダー平等って何ですか？』をはじめ、９つの
テーマ別分科会（DV・デートDVなど）や、
橿原市を巡るエクスカーションなどが行わ
れました。

【⽇本⼥性会議とは？】
全国から約2,000人の参加者が集う男女
共同参画をテーマとした国内最大級の大会
です。
男女共同参画を切り口として地域が抱える
様々な課題の解決策を探ることを基本理念
として、1984（昭和59）年からスタートし、こ
れまで全国各地で開催されてきました。
今年は、奈良県橿原（かしはら）市で記念
すべき第40回目の日本女性会議を開催しま
した。

次期開催地は、2027（令和９）年 香川県丸亀市です。
※2026（令和８）年については開催されません。

『日本国はじまりの地から未来へ～多様性を認め合う社会の実現を～』大会
テーマ

「⽇本⼥性会議2025橿原」が開催されました
2025年10月3日㊎4日㊏5日㊐


